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会     議    録 

会議の名称 第５回（仮称）小牧市中小企業振興基本条例検討委員会  

開 催 日 時 平成２８年２月９日（火）  午前１０時～午前１１時３０分  

開 催 場 所 会議室２－４  

出 席 者 及

び欠席者  

【委員】  

○出席者  山北晴雄委員長（中部大学経営情報学部教授）、金

田学委員（愛知県産業労働部）、秦野利基委員（小牧商工会

議所）、磯村太郎委員（愛知中小企業家同友会）、村上直之

委員（住友理工株式会社）、清水克友委員（三菱東京ＵＦＪ

銀行）、原田和幸委員（東春信用金庫）、神戸徹委員（小牧

市地域活性化営業部）  

○欠席者  峯岸信哉副委員長（名古屋経済大学経済学部准教

授）、柴田修司委員（中小企業基盤整備機構）、田中節直委

員（小牧市発展会連絡協議会）、  

【事務局】  

 澤木次長、松浦課長、浅野係長  

 

傍聴の可否 ☑可   □否  傍聴定員  ３  傍聴人数  ２  

会 議 次 第 

１  委員長あいさつ  

２  議事  

（１）第４回委員会の議事報告について 

（２）各委員からの意見交換 

①条例（案）について 

（３）パブリックコメントについて 

３ その他 

 

問 合 せ 先 
小牧市役所  地域活性化営業部  商工振興課  

商工労政係  

会 議 内 容 別紙１参照  

☑全部記録   □要点記録  
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会    議    内    容  

１．委員長あいさつ  

おはようございます。いよいよこの検討委員会は本日が最後の委員会

となりました。本日の議事の中心ですが、条例案につきまして最後の意

見交換ということで、前回第４回のご議論、あるいは正式な条例にする

ために細かい字句の修正をしていただいておりますので、こういった点

を踏まえまして最終のご確認をして頂ければと思います。漏れのないよ

う最後のご確認どうぞよろしくお願いします。  

 

２．（１）第４回委員会の議事報告について  

 第４回の委員会の議事について、事務局より説明した。  

 

（２）各委員からの意見交換  

①  条例（案）について  

 条例（案）について、事務局より説明した。  

 条例（案）について、各委員からの意見交換を行った。  

委員長  はい、ありがとうございました。ただ今、事務局より資料６に

基づきまして前回のご議論でいろいろご意見をいただいた点、あるいは

文書法規からの字句の細かい修正等で、そういった点を踏まえまして旧

案から新案への説明をしていただきました。今この新旧案の変更につき

まして、皆様からのご質問、ご意見等を伺いたいと思います。よろしく

お願いします。  

秦野委員  じゃあよろしいでしょうか。事業の継承とか創業について明

確に条例にうたわれたということは非常に良かったのではないかなと思

っています。気になるところが２点ありますので申し上げたいと思いま

す。  

第５条の第４項ですね、「中小企業者は、自らの経営力を強化するため、

商工会議所、中小企業団体等を積極的に活用し、経営等に関わる情報収

集に努めるとともに、中小企業者相互の交流に努めるものとする。」とい

うふうに書いてあるのですが、この「中小企業者相互の交流に努めるも

のとする。」これは大企業は入らないのかと。なんていうのですかね、似

たような文章が第６条にもうたってありまして「小規模企業者は基本理

念にのっとり地域の特色を生かした事業活動に取り組むとともに、経済

的社会的環境の変化に対応して事業の持続的な発展を図るため、他の小

規模企業者又は多様な主体との連携及び協働を推進し」。これ小規模事業

者は小規模事業者と交流して、中小企業者は中小企業者と交流をしろみ

たいなね、なにか同じ階層のやつと交流して連携しろというふうに読み

取られないかな。結局、企業者にも当然小規模企業でも大企業との交流
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もあるでしょうし、なんか私的には「他の企業者」みたいな、中小企業

者とか小規模企業者、連携先をここであえて絞ってしまうのではなくて、

大企業も含めてという意味では「企業者」にしたほうがいいのではない

のかなと。また確かに先ほどの説明では小規模企業基本法で特に第６条

のほうですね、小規模企業者相互の交流だとか連携だとかみたいなお話

がありましたけども、言葉をちょっと捉えていくと、小規模は小規模と

みたいなふうに解釈されないかなみたいな。ちょっとそういった懸念を

感じましたので。２点ですね、質問というか意見をさせていただきたい

と思います。  

委員長  はい、ありがとうございます。今、中小企業者の責務のところ

の第５条の第４項ですかね、それと第６条のほうで、同じ規模の中小企

業者であれば中小企業者相互、小規模事業者であれば小規模事業者相互

のということで、他の大規模企業等との相互交流あるいは連携というの

がちょっと含まれないというふうに読まれる恐れがあるというご意見あ

りましたけども、この点についていかがでしょうか。  

事務局はいかがですか、この点は。他のところで大企業それ以外との

連携は当然あるとの前提にして、ここでは特に横のつながりを強調した

とご説明ございましたけども、その点何か加える点ございましたら。  

事務局  確かに言われるように中小企業者同士とか小規模企業者同士だ

けでなく、そういういろいろな企業者の方との交流ですとか連携が必要

であるとは思っております。ただ、書き方としてこういう書き方をさせ

て頂いたのですが、考えとしては秦野委員が言われるようでいいと思っ

ているのですが。補足をさせていただきます。考え方としては今お話し

たとおり大企業との連携も当然あっていいとは思います。ただ今委員長

おっしゃられたとおり、縦型社会の縦のつながりは既存であるところで

すので、ここに「努めていく」という表現をあえて加えていく必要はあ

まりないのかなと。それよりもやはりこれから縦型社会の課題として横

型社会への転換ということも言われております。そういった中で、やは

り横とのつながりを強調した形で記載をしていく。そこがつとめだろう

と書いていくほうが重要ではないかなと考えております。また、先ほど

言われたとおり、小規模企業基本法の中で小規模企業相互というのが小

規模企業者の努力の中で記載がされております。そこも含めて横のつな

がりを強調した形で書かせていただくほうがよりベターなのかなという

ことでこういった形を取らせていただいています。  

委員長  ありがとうございました。いかがでしょうか。特に横のつなが

りを強調したいということで。  

秦野委員  まあ、確かにもっともな話でね、よく分かるのですけども、

この条例の持つ意味がやはり連携だとか協働というのを非常に大きなテ

ーマとしていると僕は理解しておりますので、そういう言葉の中で皆さ
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んに理解を図れる努力をさせてもらえばいいのかなという気がしまし

た。  

委員長  その他、いかがでしょうか。  

磯村委員  第１２条のところなのですけども質問です。「大学等は、基本

理念にのっとり民間企業並びに国及び地方公共団体」と書いてあるので

すけど、地方公共団体とは愛知県とかも含まれるのですかね。他の市と

か。入るということで理解すればいいのですね。  

委員長  そういう理解でよろしいのですね、全て含まれるということで。

その他いかがでしょうか。  

磯村委員  施策の推進に関わる措置と財政上の措置を入れ替えたのは何

か意味あるのですか。単純な質問なのですけど。第２０条と第２１条の。 

委員長  第２０条と第２１条を入れ替えた理由というか、条文作成上の

ルールというものがあったのでしょうか。  

事務局  そうですね、文書法規のほうからの意見もありましてそれで、

いろいろな施策等の推進をして、最後に財政的な措置を取るという形に

なるということでしたので。  

金田委員  他の条例とかの並びだと思います。だいたいパターン的に最

後になるのですよ、これ。県の条例でも市の条例でも。  

村上委員  いいですか。第１５条のところで創業のところで項目を別に

して、「新たな創業」ということなのですけど、「新たな創業」という言

葉がかぶっていると思うのですが、これはこれで意図しているのですか

ね。「創業を促進すること」とかでもいいのかなと思うのですが。  

委員長  この点はどうでしょう。第２創業とか。  

事務局  実はこれ対象者がですね、創業とそれから第２創業、新事業促

進です。当初、第１号のところに記載してあったのですが、対象者が違

うよねという議論がございました。そのため単純な創業、一番最初の起

業から始まる創業を切り出す必要があるのではないかという議論から創

業を下に持ってきております。そうすると第２創業ですね、例えば後継

者の方が事業転換して新たに新分野の事業を始めるような第２創業はど

こに入るのかということになりますので、それは私どもの考え方として

は中小企業の新事業の中に入ると考えておりまして、それを入れるとす

ると今度、第４号が創業を促進するということになると第２創業も入る

のかなというとこもありまして、先ほど「かぶっているよね」というの

は確かにおっしゃられるとおり、文書をこのまま読むとかぶっているの

ですが、そこを分かるように、起業から始まる創業のことを指して書く

ために「新たな創業」としております。  

委員長  これは他のこういった産業施策の中でもこういった用語という

のは使ってらっしゃるので、全く知らない方だと第２創業を新事業の中

に含めて考えるというのが出来るのかなというちょっと気はするのです
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が。  

事務局  逐条解説の中で新事業の定義を少し入れさせていただきまし

た。そこで第２創業を含むものですよということで定義したので。ちょ

っと分かりにくいなと私も思いましたので、逐条解説のほうで新事業と

は何かと入れさせていただいておりますので。１２ページ。２段落目の

解説のところに、新事業とは「第２創業を始め」と入れさせていただい

て、中小企業の新たな事業活動を指しますということで定義をさせてい

ただいております。  

委員長  資料の５、条例案の解説の１２ページの解説の上から２行目か

ら３行目。新事業とはということで。ここで説明が入っているというこ

とですね。  

事務局  確かにかぶっているということはおっしゃられるとおりだと思

いますが、なくしてしまうと第２創業をどうするのということがあった

ものですから、「新たな」とわざと書いております。  

委員長  そうするとここの用語の解説の中で例えば「新たな創業」とい

うのは全くまっさらの初めからの創業だっていう解説というのは入れら

れますかね。  

事務局  第４号の説明の中では、新たに創業が促進されるようというこ

とで一応表現はさせていただいておりますが。その下の方です。  

委員長  あ、なるほど。ここで新たな創業と第２創業は違うのだよとい

うことを言っている。この解説をしっかり読むと第１号と第４号で新た

な創業と第２創業は違うのだよということは分かるかと思うのですが、

確かに条文だけ読むとなかなか難しいかなと思いますがいかがでしょ

う。  

村上委員  置き換えるとすれば、例えば第４号は起業にしてしまうかと

いう話なのですが、新たに起業を促進するということよりこの創業とい

う言葉がいいかなと思いますけど。  

委員長  用語解説で新たな起業というのもありますので、新たじゃない

起業というのが、第２起業ということはあまり聞いたことないですけど。

新たに起業創業というのを並べちゃっているので、難しいですね。  

磯村委員  経緯としては第２創業というか事業基盤があるものから転換

していくものと、一から創業していくのは大変さが違うのだと、そうい

うことが背景にはあって、切り出してというようなことを聞いてくださ

ってという経緯なのですけど。  

秦野委員  新たな創業というのがいいのか起業というのがいいのかいろ

いろな観点があるので、本当はそこらへんの調整を取りながら、非常に

わかりやすいつながりやすいものにまとめるのが筋なのではないかなと

思いました。確かにおっしゃるのは創業と第２創業があるよというのは、

なかなか条文を解説なしで読むと理解しづらいというのかな。ちょっと



別紙１ 

6 

 

あるといえばあるのですけど。  

金田委員  起業と創業というのは用語的にはどう違うのですか。  

秦野委員  新たなというふうなことがついているから、今まで業を起こ

したことがないという意味としてということですよね。  

原田委員  １番は第２創業というのはすぐに分かりますよね、第１号の

ほうは。ですから第４号のほうを例えば新たなを取っちゃって、解説に

あるような起業創業を促進することと書くと、新たなというふうに読め

ませんかね。  

金田委員  それでやれれば問題解決ですね。分かりやすいかもしれない。 

委員長  この解説のほうに合わせるということだと思うのですが、この

解説そのものはどうしましょうかということですよね。ここも直し。そ

うすると合わせないといけないのかなとも思うのですが。  

事務局  今のお話ですと創業というのが分かりにくいというお話だと思

うのですね。そうだとすると、もし起業という言葉を使うのであれば新

たなは必要ないですし、創業という言葉を使うとすれば新たにというの

が加わってくるところだと思いますので、この起業という言葉に置き換

えるのであればそのまま使った方がよりまとまりやすいのだろうなと思

います。先ほどの創業の部分ですね、起業創業どちらがベストな言葉か

なかなか難しいところですが。  

村上委員  これは結構ワンセットで使うことありますよね。  

事務局  ただ条文ですので二つ並べると。  

金田委員  たぶん起業創業と並べると、じゃあどう違うのだという話に

なる。創業のほうが古い言葉というか昔からある言葉で、起業というと

結構新しい言葉なのですよね。たぶん法令用語だとか補助金の名前で創

業補助金というものはあっても起業補助金というものはあまりないです

よね。起業というとたぶんあとで出来た言葉なのですよ。会社等で創業

何年というじゃないですか。昔は業を起こすと棚だとか会社作るのが当

たり前だったので、会社が出来る、組織が出来ることと業が出来ること

を一緒に合わせて創業みたいな形で呼んでいたのですけど、最近は身の

丈起業とか生きがい起業とか、個人の身分は変わらないのだけど仕事だ

け始めてみようかなという形態が出てきて、その頃なのですよ、起業と

いう言葉が出てきたのは。だからたぶん創業は法令用語になっても起業

は法令用語になっていないのではないかなという気がするのですが。起

業は一人みたいな感じですかね。で、創業は法人。暖簾やら会社やら一

緒に。だから起業というとたぶんここ２０年くらいじゃないですかね。

正式にいえばたぶん創業の一部なのですよね。  

清水委員  起業の方がベンチャーをさすことが多いのかな。  

秦野委員  だからひとりで始めるというようなところですよね。起業家

セミナーは結構ありますけど、創業家セミナーはあまり聞いたことない。 
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事務局  文書法規と確認させていただきまして、まあ最悪ちょっとこの

ままでお願いする形になるかもしれませんが。  

金田委員  逆に言えば法規審査が新たな創業を認めたのだ、こういうこ

とにいちばんこだわるのですよね、同じ用語を重ねるのは絶対許さない

というのが法規審査のパターンですので。  

事務局  少し確認をさせていただいて。こちらの方にお預けいただけた

らと思います。  

委員長  では、この点につきましては文書法規といろいろご議論いただ

いてということにしたいと思います。よろしくお願いします。それ以外

の点はいかがでしょうか。  

そうしましたら続きまして、（３）パブリックコメントについて、事務

局のほうからご説明いただければと思います。  

 

（３）パブリックコメントについて  

パブリックコメントの進め方等について、事務局より説明した。  

パブリックコメントの薦め方等について、各委員からの質問等を伺っ

た。  

委員長  ありがとうございました。パブリックコメントについてご説明

いただきましたが、このパブリックコメントのありかた等について、何

かご質問はございますか。  

磯村委員  商工会議所の会員等に配布とかは難しいですか。  

秦野委員  それはたぶん可能だと思うので、一回ちょっと検討させてい

ただきます。まあ告知だけは十分にやらないといけないのかなと。  

金田委員  意見が出る、出ないではなくて、知っていただくってことが。 

秦野委員  そうですね、それが一番大事ですので。  

秦野委員  ３月から４月にかけては結構いろいろな業者の集まりという

か組合だとか協会だとかあるので、そこで周知が図れるように会議所の

中では何かできればやらせていただこうと。  

磯村委員  総会というのは業界団体の総会とかですよね。そういうとこ

ろであげていただけるのが一番。  

委員長  市の方ではそういった計画はあるのでしょうか。業界団体と何

かとか。  

事務局  あくまでパブリックコメントですので、出来たものではなくて

意見をいただくものですので、市から団体のほうに説明するということ

はありません。制定した後については、積極的に周知を図っていかなけ

ればいけないというのはありますので、そういった団体の方々に説明さ

せていただくことはあろうかと思います。条文がこのままパブリックコ

メントと一緒のままという保証は現時点でありませんので、パブリック

コメントした後、議会の方に提案させていただいて、可決された条文に
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ついてはそういった周知を図っていきたいなとは思っております。  

磯村委員  下手に周知すると、面倒くさくなりますか。  

秦野委員  結構こういう条例というのは意見が来るものなのですかね、

どうなのですか。  

金田委員  通常はほとんどきませんよ。  

神戸委員  最近２件あったのですけど、基本計画とかそういうもの、条

例ではないのですけど、数名、１０何件の意見いただいたというのは最

近ありますので。  

パブリックコメントの周知はだいだい今言ったような同じような周知

をとっています。  

秦野委員  こういったものに興味がある人が何人かいるということはあ

るでしょうね。市が決めるものに対していろいろ精読して、こういうと

ころはどうですかと意見を言ってくださる方もおられるので。  

ただ大切なのは事業者の目からとか、ただ本当に多様な人たちが関連

している条例なので、いろいろな人から意見がいただければいいですよ

ね。  

磯村委員  市民の方から意見をいただく。  

秦野委員  それが一番いいですよね。  

委員長  その他パブリックコメントにつきましていかがでしょうか。よ

ろしいでしょうか。よろしいようでしたら続きまして、（４）条例制定ま

でのスケジュール等について、事務局のほうからご説明お願いします。  

 

（４）条例制定までのスケジュール等について  

条例制定までのスケジュール等について、事務局より説明した。  

委員長  ありがとうございました。条例制定までのスケジュールという

ことでご説明いただきましたが、何かご質問はございますか。よろしい

でしょうか。ありがとうございました。それでは最後になりますが次第

３番につきまして、事務局よりお願いします。  

 

３．その他  

事務局より、マイナンバー制度が実施されたことに伴い、源泉徴収票

が必要な支払いについてはマイナンバーを確認させていただきたいこと

を説明した。  

 

委員長  はいありがとうございます。これをもちまして、本日の会議は

全て終了ということになりますが、今回をもちまして、昨年３月より５

回にわたって開催してまいりましたこの検討委員会はすべて終了いたし

ます。  

この間、委員の皆様からは非常に活発な議論いただきましてありがと
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うございました。御礼申しあげます。今日最終の案をご検討いただきま

して「小牧市中小企業振興基本条例」ということで最終案としてまとめ

ることができました。このあと先ほど事務局からご説明ございましたけ

れども、議会に提案され、議会の承認が認められますと正式に制定され

るという運びになります。この条例が中小企業の振興ということですが、

それだけでなくて地域社会の発展と市民生活の向上に寄与し、最終的に

は市民憲章にありますように「希望と働く喜びのある活気あふれるま

ち」、こういったものの実現に向けてこの中小企業振興基本条例が役に立

てていただけるということを願っております。  

非常に拙い進行で申し訳なかったのですが、委員の皆様、本当に１年

間どうもありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


